
 

 

  

 
6 月 5 日は「環境の日」です。昭和 47（1972）年 6 月 5 日にストックホルムで「国連人間環境会議」

が開催されたことを記念して定められました。 
川崎市では、本啓発活動の一環として、市役所本庁舎を「環境」のシンボルカラーであるグリーン色に

ライトアップします。 
 
 
点灯実施日時                                    
令和８年６月５日（金）日没（18 時 53 分頃）〜22 時 

 
 
 
点灯場所                                    
 川崎市役所本庁舎 
(川崎市川崎区宮本町１) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

６月５日の「環境の日」に合わせて 

市役所本庁舎をグリーンにライトアップします！ 

問合せ先 
川崎市環境局総務部企画課 内田 
電話 044―200―2385（内線 29301） 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 
報 道 発 表 資 料 
川 崎 市 （ 環 境 局 ） 

環境省 HP 
https://www.env.go.jp/guide/envmonth/ 

 

点灯イメージ（昨年の様子） 

環境の日および環境月間とは︖ 
国連では、日本の提案を受けて 6 月 5 日を「世界環境デー」と定めており、日本では「環境基本法」

が「環境の日」を定めています。日本では、環境庁の主唱により、平成 3 年度から 6 月の一ヶ月間を
「環境月間」とし、全国で様々な行事が行われています。 

ごみの分別・リサイクル、リユース品の購入、節電・節水、食品ロスの削減、公共交通機関の利用
など、日常生活の中には、今すぐできるアクションがたくさんあります。環境月間を機会に環境につ
いて考え、できることからはじめていくことが大切です。 

 
 

https://www.env.go.jp/guide/envmonth/

